
昭

和

三

十

一

年

十

二

月

十

三

日

受
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（
質
問
の 

二
）

答

弁

第

二

号 

    

衆
議
院
議
員
小
川
豊
明
君
提
出
大
利
根
土
地
改
良
区
の
塩
害
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

内
閣
衆
質
第
二
号 

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
十
三
日 

衆

議

院

議

長 

益 
谷 

秀 

次 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鳩 

山 

一 

郞 

一 

 



 

三 

 

大
利
根
土
地
改
良
事
業
は
昭
和
九
年
度
に
県
営
と
し
て
着
工
さ
れ
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
完
了
し
た
も
の
で
、 

そ
の
受
益
面
積
七
千
町
歩
に
対
す
る
補
給
水
と
し
て
黒
部
川
（
利
根
川
支
流
）
よ
り
ポ
ン
プ
揚
水
を
行
う
も
の
で
あ

つ
て
、
昭
和
二
十
六
年
よ
り
か
ん
が
い
を
開
始
し
現
在
に
至
つ
て
い
る
。
御
質
問
の
三
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と 

お
り
で
あ
る
。 

、

、

一 

被
害
発
生
の
状
況
調
査
に
つ
い
て 

二 

塩
害
の
生
じ
た
原
因
に
つ
い
て 

一
般
作
物
調
査
、
農
作
物
共
済
制
度
上
の
調
査
等
の
ほ
か
は
、
国
は
特
別
の
調
査
を
行
つ
て
い
な
い
。
し
か 

し
な
が
ら
本
事
業
は
県
営
を
も
つ
て
昭
和
二
十
五
年
度
に
完
了
し
そ
の
後
は
県
庁
の
指
導
の
下
に
土
地
改
良
区 

が
当
該
施
設
の
利
用
と
管
理
を
行
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
の
で
、
千
葉
県
当
局
よ
り
被
害
状
況
の
調
査
報
告
を 

 

う
け
た
。 

衆
議
院
議
員
小
川
豊
明
君
提
出
大
利
根
土
地
改
良
区
の
塩
害
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

、  
 

、  



三 

損
害
に
対
す
る
対
策
に
つ
い
て 

塩
害
の
原
因
に
つ
い
て
は
一
般
に
か
ん
が
い
用
水
の
塩
分
濃
度
及
び
そ
の
か
ん
が
い
時
間
が
大
き
く
影
響
す 

る
も
の
で
あ
る
が
、
本
事
業
地
域
に
於
て
は
土
質
、
最
近
に
お
け
る
地
下
水
位
等
の
立
地
条
件
の
影
響
も
あ 

 

る
と
考
え
ら
れ
、
今
の
と
こ
ろ
明
確
で
は
な
い
が
、
本
事
業
の
施
行
に
当
つ
て
は
す
で
に
塩
害
の
防
止
に
つ
い 

 
 

て
じ
ゆ
う
ぶ
ん
研
究
を
重
ね
た
こ
と
で
あ
り
、
又
揚
水
開
始
以
来
三
十
年
度
ま
で
は
何
等
塩
害
は
お
こ
ら
な
か 

つ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
施
設
設
置
に
つ
い
て
の
誤
り
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
塩
害
発
生
時
の
施
設
の
利
用
状 

態
に
つ
い
て
は
現
在
県
及
び
土
地
改
良
区
に
問
い
合
せ
中
で
あ
る
が
、
塩
害
防
止
対
策
と
し
て
は
利
根
川
の
塩 

分
濃
度
の
時
間
的
変
化
と
に
ら
み
合
わ
せ
て
ポ
ン
プ
の
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の 

で
、
県
庁
に
対
し
て
こ
の
点
十
分
な
指
導
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

、

、

共
済
組
合
か
ら
の
共
済
金
の
ほ
か
は
、
国
と
し
て
損
害
補
償
は
考
え
て
い
な
い
。
な
お
塩
害
発
生
時
の
施
設 

の
利
用
管
理
等
の
究
明
の
結
果
に
よ
り
、
利
用
管
理
の
指
導
等
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
い
。 

、  
 

、  

 
、  

、  

、  
、  

四 

 



 

五 

右
答
弁
す
る
。 




